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道路インフラ施設の老朽化対策～メンテナンスサイクルの確立を目指して～

わが国の道路は、高度経済成長期における集中

的な整備を経て蓄積され、道路延長は約121万7千

km(高速自動車国道8千km、一般国道5万6千km、

都道府県道12万9千km、市町村道102万4千km)1)

に達しています。このなかで橋長2m以上の道路橋は

約70万橋あり、建設後50年を超えた橋の割合は

2013年では18％ですが、10年後(2023年)には43

％、20年後(2033年)には67％と急増します2)。今

後、これら道路インフラ施設の補修や更新を行う必

要性が急激に高まることが見込まれ、国・地方ともに

厳しい財政状況にあるなかで、いかに的確に対応す

るかが重要な課題となっています。

このように老朽化が進むなか、今後の道路政策の

基本的方向としてとりまとめられた｢道路分科会建議

『中間とりまとめ』」(2012.6)では、｢持続可能で的確

な維持管理・更新｣が施策として提案されました。

その後、2012年12月に発生した中央自動車道

笹子トンネル天井板落下事故等を踏まえ、国土交

通省は2013年を｢社会資本メンテナンス元年｣と位

置づけて、インフラの老朽化対策の総合的・横断的

な取り組みを推進しています。2013年1月には道路

分科会に道路メンテナンス技術小委員会が設置さ

れました。本小委員会では、緊急的な課題として、

点検⇒診断⇒措置⇒記録⇒(次の点検)や長寿命

化計画等の充実を含む維持管理を効率的、効果的

に進めていく業務サイクル｢メンテナンスサイクル｣の

構築が不可欠であるとしています。さらに、「道路分

科会建議『道路の老朽化対策の本格実施に関する

提言』」(2014.4)では、「最後の警告－今すぐ本格

的なメンテナンスに舵を切れ｣と提言しています。

また、2014年4月には｢道路の維持修繕に関する

省令・告示｣が制定され、橋梁(約70万橋)・トンネル

(約1万本)等は、国が定める統一的な基準により、5

年に1回の頻度で、近接目視により点検を行うことを

基本とすること等が義務化されました。

当社では、道路・橋梁等のインフラ施設の点検調

査・診断、モニタリング、長寿命化計画、補修・補強

設計まで一連の老朽化対策に注力しています。

2014年10月には、レーザースキャナやGPS等を一

般の車両に搭載したモービルマッピングシステム

(MMS)を導入し、ガードレール、舗装など道路施設の

維持管理手法の開発に取り組んでいます。

さらに、社内技術開発で、老朽化対策として長寿

命化を目的とした｢橋梁アセットマネジメントシステム

の構築｣、橋梁の異常をいち早く察知することができ

る｢橋梁モニタリングシステムの開発｣、ガードレール

の腐食・損傷、舗装のわだちや路面標示の劣化状

況を自動検出する｢道路付属物の管理・補修計画

支援ツールの開発｣を行い、維持管理業務を実施し

ています。今後も道路施設や橋梁等のインフラ施設

の老朽化対策に全力を挙げて取り組んでまいります。

1)　国土交通省Webサイト：道路統計年報2014
2)　国土交通省Webサイト：道路構造物の現状(橋梁) H25.4道路局集計

慣性計測装置

GPS

全周囲カメラレーザースキャナ

当社の Mobile Mapping System
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図1 マルチビームソナーによる観測イメージと測量結果

海底の起伏

GPSで正確な位置を測定

する機器を搭載
船の揺れを高精度に補正

・扇状に音波を発信し広範囲を調査
・最大深度400mまで調査可能

図2　BV5000搭載ROV(左図)と魚礁の測量結果(右図)
　　　および主な仕様(表)

BV5000

ビデオカメラ

全周囲ソナー

マニピュレータ

LEDライト

魚群

タワー魚礁測量結果

3ノット (約 5km/h) / 水深300m最高速度 / 耐圧

L75×W60×H57cm / 75kgサイズ / 重量

TELEDYNE BENTHOS社製 ROV SeaROVER仕様

はじめに

日本の領海と排他的経済水域(EEZ)の面積はあわせ

て約447万km2となり、世界第6位の広さとなります。2013

年に改訂された海洋基本計画では、海洋資源の開発お

よび利用促進、海洋環境の保全、海洋調査の促進が挙

げられ、メタンハイドレートやレアメタル等の海底資源開発、

洋上風・潮流等を利用した再生可能エネルギーの活用、

二酸化炭素の海底下貯留等、海洋に関する多くの事業

が実施されています。これらの事業では海底状況や潮流

等を調査して効率的に事業を推進するとともに、生物生

息状況等を把握して海洋環境を保全することが求められ

ます。沿岸部・陸上部に目を向けると、港湾施設やダム、

河川構造物等の老朽化が進行しており、予防保全型の

計画的なアセットマネジメントを行うために、構造物の劣化

状況を効率よく把握する調査技術が求められています。

当社では、これらの社会ニーズに応えるべく、最新機器

の導入と新たな観測技術の開発に取り組んでいます。近

年の観測機器の進歩は著しく、小型化・省力化・高分解

能化・自律化により、従来の枠にとどまらない観測が可能

となりました。

本稿では、音響技術を利用して地形や水中構造物の

形状、潮流を3次元的に把握する機器および最新の観測・

解析技術をご紹介します。

マルチビームソナーによる海底の立体的な把握

マルチビームソナーは海底の形状を立体的に把握す

るための観測機器で、測量データは公共XYZ座標の点

群として取得されます(図1)。

当社では、深浅測量や水中構造物のアセットマネジメ

ントに威力を発揮する、ワイドバンドマルチビーム測深器

「Sonic2024」(R2SONIC社製、200～700kHz、可変)を

導入しました。

Sonic2024は水深約400mまでの幅広いフィールドにお

いて、広範囲かつ高精度な地形測量が可能です。加え

て、5cm程度のわずかな凹凸を把握できる高解像度機能

や海底地形を画像として把握するサイドスキャン機能を備

えており、お客様の幅広いニーズに応えることができます。

BV5000搭載ROVによる水中構造物の詳細把握

当社が導入したROV(Remotely Operated Vehicle)は、

ビデオカメラとマニピュレータ、全周囲ソナーを搭載し、水

深300mまで潜行可能な小型無人探査機です。

さらに3Dマルチスキャニングシステム(TELEDYNE 

BlueView社製 BV5000、1350kHz)を搭載し、従来の船

上からの観測では把握が困難であった魚礁や港湾施設

(桟橋下、暗渠、ブロック等)の複雑な構造を、3次元点群

データとして詳細に測量することが可能となりました(図2)。

ビデオカメラによる視覚的な調査とBV5000による3次

元測量の組み合わせにより、例えば、魚礁に蝟集する魚

群を種判別し、そのボリュームを定量化することができま

す(図3、特許出願中)。この技術により水産資源量や魚

礁機能を正確に評価することが可能となります。

国土環境研究所　環境調査部　技術開発室　古殿 太郎、高島 創太郎、黒川 忠之、西林 健一郎

Point

最新の音響機器による“水中の可視化”技術とその応用

海洋基本計画の改訂に基づく海洋関連事業や港湾施設・ダム等水中構造物の効率的な

アセットマネジメントなどに対応するため、最新の音響機器を導入して“水中の可視化”を進め

ています。新しい観測技術の開発への取り組みについてご紹介します。
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図3　ROVによる魚類蝟集状況の映像(上段)と
　　　 BV5000による魚礁・魚群の測量結果(下段)

図4 導入したADCP(左上)と流況観測イメージ

図5 BV5000により測量したダムの提体構造

図6 海底地形と水中構造物(魚礁)測量結果の重ね合わせ

魚群
魚礁

BV5000による
魚群蝟集状況の把握

(マアジの魚群)
ROVによる映像

(魚礁表面の状況)
ROVによる映像

QMWHADCP

高位洪水吐

外洋調査用ADCPによる大水深の流況可視化

ADCP(ドップラー流向流速計)は、船上または海底から

音波を発信することにより、多層の流向・流速を同時に観

測することが可能です(図4)。水深300mまで対応可能な

「QMWHADCP」(150kHz)の導入により、海洋の再生可能

エネルギー開発等を行う際に必要となる大水深域の流

況把握が可能となりました。得られた流況観測データを

ベクトル図、流線図等に図化することにより、流況を立体

的に可視化します。

測定データの活用・統合

マルチビームソナーやBV5000は音波により測量を行う

ため、濁りが発生している状況でも海底や構造物の形状

を把握することが可能であり、さらにROVは人間の活動限

界を超える水深域においても長時間撮影することができ

ます。このような特徴を活かして、例えば、ダム堤体を効

率的に撮影・視認してクラック等の小さな破損状況を確

認するとともに、搭載したBV5000で3次元測量を行い、

剥離等の大きな破損の有無を確認することができます

(図5)。この技術は国土交通省による「次世代社会インフ

ラ用ロボット開発・導入の推進：水中維持管理分野」にお

いて、要素技術として選定されました。

データ解析では、マルチビームソナーにより測量した海

底形状とBV5000による水中構造物の立体構造を統合

することにより、公共XYZ座標を持つ一連の3次元点群デ

ータとして図化・解析することができるため、国土交通省

が推進するCIM(Construction Information Modeling)へ

の利用等、効率的な維持管理への活用が期待されます

(図6)。

マルチビームソナーやBV5000による高精度な測量デ

ータと当社が蓄積している水質・底質・海洋生物の豊富

なデータベース、さらに当社のGIS分析システムを用いた

解析技術を統合することで、より詳細に海底環境を把握

することができます。

おわりに

これまでご紹介した技術は、水深300m以浅が対象と

なりますが、将来的には1,000mまで対応できる体制づくり

を目指しております。これらの技術を活用して海底資源

開発や再生可能エネルギー事業の発展に寄与し、エネ

ルギー自給率の向上、地球温暖化防止、海洋生態系の

保全に貢献してまいります。

また、環境調査以外にも事故・災害時の捜索救難への

対応など、幅広い分野への活用を積極的に進めてまいり

ます。

新たな取り組み
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写真2 試験に供した淡水藻類
　　　写真1 緑藻　ムレミカヅキモ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ATCC 22662株

10μm

珪藻　ナビクラ

UTEX-B673株

10μm

藍藻　シネココッカス

UTEX-B673株

10μm

緑藻　デスモデスムス

NIES-797株

10μm

淡水藻類の培養液
(左から珪藻、藍藻、緑藻)

Navicula pelliculosa Synechococcus leopoliensis 

Desmodesmus subspicatus

Pseudokirchneriella subcapitata

環境創造研究所 環境リスク研究センター リスク評価部　岡村 哲郎、宮本　信一

新規淡水藻類による藻類生長阻害試験

化学物質の生態影響評価に用いられるOECDテストガイドラインの藻類生長阻害試験法が

2006年に改訂され、推奨される試験藻類に珪藻1種と藍藻2種が追加されました。このうち2種の

培養方法および試験条件を検討し、新規淡水藻類を用いた毒性試験の有効性を調べました。

Point

はじめに

私たちの身の回りには多くの化学物質が存在し、利用さ

れていますが、環境中に放出された化学物質が生態系

に及ぼす影響が懸念されています。化学物質の水域生

態系への影響を調べるためには、食物連鎖で重要な役

割を果たしている藻類、甲殻類、魚類を用いた毒性試験

が広く実施されています。

当社の環境創造研究所は、「化学物質の審査及び製

造等の規制に関する法律」(化審法)のGLP(優良試験所

基準)適合施設として、これまでにさまざまな化学物質に

ついて藻類、甲殻類、魚類を用いた毒性試験を実施し、

化学物質の生態影響評価に取り組んできました。

化学物質の生態影響評価を目的とした藻類を用いる

毒性試験法として「OECDテストガイドライン201: 藻類生

長阻害試験法」(以下、OECD TG201)があり、国際的な

合意が得られています。従来、OECD TG201では、試験

藻類として2種の緑藻Pseudokirchneriella subcapitata 

(以下、ムレミカヅキモ)、Desmodesmus subspicatus(以

下、デスモデスムス)が推奨されており、国内では緑藻ム

レミカヅキモ(写真1)のみが広く使用されてきました。

2006年にOECD TG201が改訂され、2種の緑藻に加

えて、珪藻1種Navicula pelliculosa(以下、ナビクラ)、藍藻

2種Synechococcus leopoliensis(以下、シネココッカス)、 

Anabaena flos-aquaeが推奨される試験藻類となりました。

そこで、追加された珪藻ナビクラおよび藍藻シネココッカ

ス、ならびに改訂前から推奨されていたものの、これまで

国内ではほとんど使用されてこなかった緑藻デスモデス

ムスの3種の藻類について培養方法および試験条件を

検討し、新規淡水藻類を用いた毒性試験の有効性を調

べました。

試験に供した淡水藻類

試験に供した淡水藻類を写真2に示します。珪藻ナビ

クラおよび藍藻シネココッカスは、米国テキサス大学の藻

類コレクションから、緑藻デスモデスムスは、(独)国立環

境研究所の微生物系統保存施設から入手しました。

培養方法および試験条件の検討

試験実施機関では、試験に用いる生物の安定的な維

持管理が求められます。一方、藻類は種によって栄養や

光の要求性が異なることからさまざまな培養方法が報告さ

れています。そこで、新規の淡水藻類の維持管理に最適

な培地と培養条件を検討しました。3種の淡水藻類の継代

培養に共通して使用可能な寒天培地を決定し、藻類の安

定的かつ効率的な維持管理が可能になりました。

Vol.40 MAY 2015
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写真3 藻類生長阻害試験の実施風景

表1　除草剤A、B、Cの50％生長阻害濃度(ErC50) 単位:μg/L

藻類 除草剤A 除草剤B 除草剤C

珪藻 ナビクラ 620 0.95 210

藍藻 シネココッカス ＞2,500 730 54

緑藻 デスモデスムス 1.5 ＞290 ＞680

緑藻 ムレミカヅキモ 35.71) ＞38.92) ＞2463)

:各除草剤に対する最小値を示す

ムレミカヅキモの数値は既存文献値

また、藻類試験が適切な条件で実施されていることを

担保するために、OECD TG201には試験が成立する要

件として、試験中の藻類細胞の生長速度と増殖した生物

量(細胞密度)に基準が定められています。種ごとに培地

の種類、照度、振とう方法等について検討し、試験成立

基準を満足する試験条件を決定しました。

新規淡水藻類を用いた毒性試験

国内の水田で一般的に使用され、その作用機作(薬

物が生体に何らかの効果を及ぼす仕組み)が異なる除草

剤A、B、Cについて、珪藻ナビクラ、藍藻シネココッカスお

よび緑藻デスモデスムスの3種の淡水藻類による生長阻

害試験を実施し、50％生長阻害濃度(以下、ErC50)を

調べました。ErC50とは、通常の藻類の生長速度を半減

させる化学物質(除草剤)の濃度であり、毒性を表す指標

として用いられます。ErC50の値が小さいほど毒性が高い

ことを意味します。

各除草剤について、生長阻害試験で調べた淡水藻類

のErC50を表1に示します。最も高い毒性(小さいErC50)

がみられた藻類は、除草剤Aでは緑藻デスモデスムス、

除草剤Bでは珪藻ナビクラ、除草剤Cでは藍藻シネココッ

カスでした。一方、藍藻シネココッカスは除草剤Aに、緑

藻デスモデスムスは除草剤B、Cに影響を受けず、各除

草剤に対する藻類の感受性は、種によって大きく異なり

ました。これは、試験に用いた除草剤の作用機作が異な

ることが原因と考えられます。

新規淡水藻類に対する各除草剤のErC50の最小値を

従来の試験藻類である緑藻ムレミカヅキモのErC50の文

献値と比較すると、緑藻ムレミカヅキモのErC50よりも小

さい値でした。いずれの除草剤についても、これまでに国

内で試験に広く使用されてきた緑藻ムレミカヅキモよりも

感受性が高い種が存在することが確認されました。これ

らの結果から、除草剤の藻類に対する影響を適正に評

価するためには、緑藻ムレミカヅキモだけではなく、複数

種の藻類について有害性を調べる必要があることが示唆

されました。

まとめ

藻類生長阻害試験には、これまで国内では緑藻ムレミ

カヅキモが広く使用されてきました。今回、化学物質に対

する藻類の感受性が種によって大きく異なることが確認さ

れ、複数種の藻類を用いて生態影響を評価することの重

要性が示されました。甲殻類や魚類についても、同様に

生物種によって化学物質に対する感受性は大きく異なる

と考えられます。今後は、複数種について影響を把握し、

より感受性が高い生物に対する有害性情報に基づいて

化学物質が水域生態系に及ぼす影響を評価していくこと

が重要になると考えられます。

環境創造研究所では、化学物質や排水等の影響評

価のために、藻類のほかにメダカ、ミジンコ、水生昆虫の

ユスリカ等の淡水生物に加えて、クルマエビやマダイ等の

海生生物を使用した生物試験にも取り組んでいます。今

後も多様な生物試験に対応していくために、さまざまな水

生生物による試験体制の整備を進めてまいります。

〔出典〕
1) 環境省(2013), 農薬登録保留基準の設定に係る資料
2) Iwafune et al.(2012), Bull Environ Contam Toxicol 99, pp.38-42
3) 環境省(2009), 農薬登録保留基準の設定に係る資料

※本レポートの一部は、環境省から委託を受けた業務の成果を基に
作成しました。公表内容は環境省の見解ではなく、当社の責任にお
いて取りまとめたものです。

新たな取り組み
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図3 アンタゴニスト作用検出の仕組み
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図2 アゴニスト作用検出の仕組み
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図1 細胞内でのホルモンの作用

標的遺伝子

タンパク質

ホルモン

応答配列

受容体

恒常性維持、エネルギー代謝、成長、生殖に関与

細胞

DNA
RNA

コファクター

①

② ③

④

⑤

(1) レポーター遺伝子アッセイの仕組み

遺伝子を運ぶ役割をするベクターを用いて、受容体遺

伝子とレポーター遺伝子を導入した培養細胞を用います

(図2、3)。受容体遺伝子には、ヒト、メダカ、ニシツメガエル

等さまざまな生物のものを用いることができます。レポータ

ー遺伝子は、受容体の作用を報告(レポート)する役割をす

るもので、ルシフェラーゼ＊の遺伝子を用います。受容体に

内分泌かく乱物質が結合すると、ルシフェラーゼが作られ、

ルシフェリン＊を加えることで発光します。その発光強度を

測定し、試料の内分泌かく乱作用を評価します。

(2) アゴニスト*作用とアンタゴニスト＊作用の評価

レポーター遺伝子アッセイでは、アゴニスト作用(図2)お

よびアンタゴニスト作用(図3)を評価できます。それらの強

さは、試料の発光強度を陽性対照物質(ホルモン等)の発

光強度と比較し、陽性対照物質の濃度に換算した相対値

(活性値)として表します。レポーター遺伝子アッセイは、環

境省が進める化学物質の内分泌かく乱作用の評価におい

て、女性ホルモン、男性ホルモン、甲状腺ホルモンのアゴ

ニストまたはアンタゴニスト作用の評価に用いられており、

適切に前処理することで、環境試料にも適用できます。

はじめに

ホルモンは内分泌腺で作られ、ごく微量で生物の生理

的な作用を調節する物質です。1990年代にホルモンの

ように作用する化学物質が環境中にあり、それらが生物

の体内で内分泌系をかく乱して生殖機能等に悪影響を

与える可能性があることが報告されました。現在も国内外

で調査研究が続けられ、内分泌かく乱作用が疑われてい

る一部の化学物質は全国の一級河川でモニタリングされ

ています。このようななか、未知物質を含む多種多様な

化学物質の内分泌かく乱作用を総括的に評価でき、モニ

タリングにも利用できる簡便な手法が期待されています。

ここでは、試料中の内分泌かく乱化学物質の濃度を測

定するよりも簡便な手法として、試料がもつ総括的な内

分泌かく乱作用の大きさを測定する「レポーター遺伝子

アッセイ」を、環境試料に適用した事例についてご紹介し

ます。

レポーター遺伝子アッセイとは

レポーター遺伝子アッセイは、生物の体内の作用を培

養細胞(特別な性質等が安定的に保持され、継代培養

可能な細胞として樹立された細胞株。ヒト胎児腎臓由来

細胞株HEK293等)で再現した試験です。内分泌かく乱

作用の評価に用いる試験は、ホルモンの作用(図1)を模

しています。ホルモンは受容体に結合後(①)、細胞内の

DNAに作用し(②、③)、タンパク質合成の設計図となる

RNAを作らせます(④)。それをもとに作られたタンパク質

(⑤)が生殖機能の調節等に関与します。　

　　　

環境創造研究所 環境リスク研究センター　リスク評価部　澤井　淳

レポーター遺伝子アッセイによる環境試料の
内分泌かく乱作用の評価

レポーター遺伝子アッセイは、動物細胞を用いた簡便な試験で、環境省が実施している化学

物質の内分泌かく乱作用の評価に用いられています。この試験を環境試料に適用し、内分泌かく

乱作用を総括的かつ簡便に評価する取り組みについて紹介します。
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図4　固相抽出法の流れと定流量ポンプ
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乾固
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DMSO 100μL 

図5　レポーター遺伝子アッセイの流れ
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図6　環境試料の測定例
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環境試料へのレポーター遺伝子アッセイの適用

(1) 試料の前処理

試料中の化学物質を固相抽出法で回収します(図4)。

定流量ポンプを用いて、樹脂カートリッジに1Lの試料を通

します。樹脂に吸着した化学物質を2種類の有機溶媒で

溶出させ、1万倍希釈から10倍濃縮まで6種類の濃度に

調製し、本アッセイに用います。

(2) レポーター遺伝子アッセイ

1週間培養した動物細胞を96ウェルマイクロプレートに

入れ、24時間培養した後、受容体遺伝子と2種類のレポ

ーター遺伝子を試薬とともに添加します(図5)。このとき、

動物細胞に各遺伝子が導入されます。その後、各濃度

に調製した被験試料を添加し、40時間培養した後、ルシ

フェラーゼによる発光の強さを測定します。レポーター遺

伝子アッセイは4日程で結果が得られるため、迅速に評

価できます。

(3) 適用事例

排水とその処理水への適用事例を図6に示します。排

水では女性ホルモン、男性ホルモンのアゴニスト作用お

よび甲状腺ホルモンのアンタゴニスト作用が検出されまし

た。処理水では女性ホルモンのアゴニスト作用が検出さ

れましたが、排水の1/4程度まで低減していました。この

ように、レポーター遺伝子アッセイを適用することで、環

境試料の各内分泌かく乱作用を定量的に評価すること

ができ、排水処理の有効性を評価する手法として適用で

きます。

おわりに

レポーター遺伝子アッセイを用いた調査により、環境中

でアゴニストとアンタゴニストが複合的に作用している事例

が報告されています1)。環境中の多種多様な化学物質に

よる生物への影響を評価するためには、各内分泌かく乱

作用を総括的かつ定量的に評価できるレポーター遺伝

子アッセイの適用が有効であると考えられます。また、比

較的簡便な手法なため、河川水や排水処理水のモニタ

リングにも活用されることが期待されます。

当社は化学物質GLP適合確認試験施設を有しており、

化審法に基づく毒性試験や、化学物質の内分泌かく乱

作用を調べる試験において、高い技術と多くの経験を有

しています。また、環境試料の内分泌かく乱作用の評価

においても、動物細胞を用いるレポーター遺伝子アッセイ

から生物を用いる毒性試験まで、さまざまな試験実績が

あります。今後も、目的に応じた試験のご提案と信頼性の

高い試験をご提供してまいります。

〔参考文献〕
   1) M. Ihara et al. (2014), Environ. Sci. Technol., 48(11), pp.6366-6373

【用語解説】 
ルシフェラーゼ : ホタル等の生物発光を触媒する酵素の総称。

ルシフェリンを酸化する働きをもつ。

ルシフェリン     : ホタル等の生物発光の際に酸化されて発光する
化合物の総称。

アゴニスト        : 受容体に結合して、生体内の物質(ホルモン等)と
同様の反応を引き起こす物質。

アンタゴニスト   : 受容体に結合しても反応を引き起こさない物質。
生体内の物質(ホルモン等)の作用を阻害する。

新たな取り組み
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図2 NFAの枠組み

図1 エコロジカル・フットプリントイメージ2)

EFがBCを超えている状態を
「オーバーシュートした状態
(持続可能な範囲を超えて
いる)」と言います。

エコロジカル・フットプリント(EF)

その地域でどのくらい再生可能な
資源(木材等)を使っているかを
表す、需要に関する指標。
全世界で比較可能なグローバル
ヘクタール(gha)に換算する。

バイオキャパシティ(BC)

その地域でどのくらい再生可能な
資源を生産できるかを表す指標。
エコロジカル・フットプリントと同様
ghaに換算する。

エコロジカル・フットプリントの活用

(1)国・地方自治体

国や地方自治体にとっては、BCを設定し、需要が環境

容量の範囲内に収まっているか(持続可能な状態か)の検

討に活用できることが重要なメリットです。

日本においては、第四次環境基本計画で総合的環境

指標として用いられる等、すでに活用された実績がありま

す。また、生物多様性国家戦略2012-2020でも例示され

る等、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する指標

としても活用が期待されます。

地方自治体では、特に輸出入、移出入に関する統計情

報が少ないことから実用事例は多くありません。しかし、「消

費土地利用マトリックス(CLUM)」と呼ばれる方法を用いれ

ば、都道府県単位のEFが算出可能であり、地域における

環境に関する計画や戦略における目標やモニタリングのた

めの指標として活用することができます。地域EFは、産業

構造や生活スタイルの特徴が現れ、一般の人にも経験的

に分かりやすい指標となります。

なお、EFは生物多様性条約の第15回科学技術助言補

助機関(SBSTTA)において、持続可能性のトレンドを測る指

標として例示されたほか、生物多様性条約第12回締約国

会議(COP12)の「ビジネスフォーラム」においても、持続可

能性を表現する有力な指標として紹介される等、国際的

にも高い注目を浴びています。

(2)企業

多くの企業がさまざまな法令への対応や環境配慮活

動のため、環境負荷に関する指標を設け、目標設定や

モニタリングを実施しています。環境負荷指標は、電力

使用量や紙使用量等、個別に測定されていることが多い

ですが、これをEFという一つの指標に統合することで「企

エコロジカル・フットプリントとは

エコロジカル・フットプリント(以下、EF)1)は、1990年代に

ウィリアム・リース博士とマティス・ワケナゲル博士によって

提唱された、生態系に対する需要量と、生態系が生産

可能な供給量の比較によって「持続可能性」を評価する

指標です。EFは、どれほど人間が自然環境に依存してい

るかを分かりやすく伝える指標です。

図１に示すように、EFは私たちが現在の生活を維持す

るために必要な土地や水域の面積を「人間活動が地球

を踏みつけている面積」として表現したものです。例えば

紙や木材の使用量やCO
2
の排出量等はそれに見合う森

林面積に換算します。食料生産や廃棄物、土地改変等

も、世界の平均的な値を用いて生産や負荷の吸収に必

要な面積に換算し、これらの合計をグローバルヘクター

ル(gha)という仮想的な単位で表します。

EFに関する最も代表的な分析は、「National Footprint 

Accounts」(以下、NFA)と呼ばれる国レベルの計算です。

NFAは、需要を表すEFと、生産力を表すバイオキャパシ

ティ(以下、BC)から構成されており、両者の比較によって、

その国や地域の人間の活動が環境容量を下回り、持続

可能な範囲内に収まっているか否かを検討することが可

能となっています(図2)。再生可能な資源に限って計算し

ているため、鉱物資源等が直接的には含まれない点に注

意が必要です。

人間の需要が生産力を超えるオーバーシュートした状

態が続くと、いつか資源を使い尽くしてしまうことになりま

す。2010年のデータを用いた計算では、人類のEFは地

球のBCの1.5倍に達していました。つまり地球1.5個分の

暮らしをしていることになります。

国土環境研究所　生物多様性計画部　幸福 智、西 浩司

エコロジカル・フットプリントの活用に向けた取り組み

国や自治体、企業等において環境への負荷を統合的に算出し、「持続可能性」を評価する指

標が注目されています。当社はエコロジカル・フットプリントの分析を専門とするGlobal Footprint 

Networkとパートナーシップ契約を結び、算定支援業務等を通して、持続可能な生産と消費の推

進に取り組みます。
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表1　GFNと当社の主な協力内容

GFN

当社

EFに関する技術的な支援を行う

(当社にとっては、関連データの取得が容易になるとともに、

技術支援が得られ、EF計算の質を向上させられる)

国内のEFに関する提案や案件形成を行う

(GFNにとっては、国や自治体の業務受託が多い当社の

活動により、EFの普及が期待できる)

66％

12％

6％

15％
1％

電力使用によるCO
2
排出

ガソリン使用によるCO
2
排出

軽油使用によるCO
2
排出

コピー用紙

事業所立地による土地利用

国土環境研究所のEF : 約250gha

図3　国土環境研究所のEF算定結果(試算)4)

業の環境負荷を下げるために効果的な環境負荷要素」

を特定できます。特にEFは、土地面積で表現することで

負荷の程度をイメージしやすいことから、企業にとっては

負荷削減の努力を社内外へ分かりやすく説明できるとい

うメリットがあります。

ただし現状では、企業のBCを設定することが困難なた

め、国や地方自治体のような「持続可能な事業活動とす

るための目標」を設定することはできず、研究課題の一つ

と考えられます。

エコロジカル・フットプリントに関する当社の取り組み

(1) Global Footprint Networkとの関係構築

当社は持続可能な資産と消費を推進する観点からEF

の考えに賛同し、その普及拡大に取り組むこととしました。

2014年12月には、EFの開発者の一人であるマティス・ワ

ケナゲル博士が代表を務め、EF算定・分析の専門機関

であるGlobal Footprint Network(以下、GFN)とパートナー

シップ契約を結び3)、協力関係を構築しました(表1)。

(2)当社のエコロジカル・フットプリント

EFは、その概念が普及するだけではなく、多くの主体

(国、地方自治体、企業)の戦略や計画に組み込まれて

こそ意味のあるものと考えられます。

これまで、GFNを除いてEFの算定ノウハウを有する組織

はほとんどありませんでした。そのため、企業によりEFが活

用された事例は少なく、普及のためには活用事例が供給

されることが重要です。そこで、事例として社外に紹介す

ることを目的として、ISO14001認証を取得している当社

の国土環境研究所の環境負荷データを用いてEFの算定

を行いました。

EFは、資材使用量やCO
2
排出量を収量係数及び等価

係数を用いて仮想的な土地面積(gha)に換算します。収

量係数はその土地から生産される物量を表すもので、国、

土地利用区分、生産品目ごとに求められています。等価

係数はある土地利用区分における生物生産性の差を表

すもので、異なる土地利用区分間の比較を可能にするも

のです。例えば、コピー用紙使用量がAトンである場合、

収量係数を用いてコピー用紙Aトンの生産に必要な森林

面積を算出し、さらに等価係数を用いて他の土地利用区

分(農地等)と比較可能なghaに換算します。

国土環境研究所のEFは約250ghaとの試算結果になり、

多くはCO
2
の排出に起因していました(図3)。当社はサー

ビス業であるため、モノづくりは行わない一方で、多くの電

子機器や、現地調査のための運搬車を利用しています。

また、コピー用紙に起因するEFも約16％を占めており、

無視できないレベルであることがわかります。

今後は、当社のEFを減らすための取り組みのほか、現

状では算定対象に含めていない水や化学薬品の使用に

よるEFの算定、さらには当社の責任範囲の再整理を含め

た算定精度の向上が課題と認識しています。

また、企業・事業所のBCの設定も重要な研究課題で

あり、取り組んでいきたいと考えます。

おわりに

愛知目標の達成に向けて、根本課題の一つである「持

続可能な生産と消費」のための行動をとることが重要です。

EFは国や地方自治体にとって、地域の需要や消費活動

が持続可能な状態であるかを把握する適切な指標となり

ます。当社では、EFを活用した分析や戦略への反映に関

する具体的な提案と技術的支援を行ってまいります。

また、特に生物資源を扱う企業にとって、EFは持続可

能性を評価する有用な情報となります。当社は、GFNと

協力し、これらの企業に対するEF算定支援を行ってまい

ります。さらに、当社や協力企業のデータを題材としたEF

算定方法の研究を続け、EF算定方法論のレベルアップ

に貢献すると同時に、これを広く普及させるための取り組

みにも着手してまいります。

〔出典〕

1)M. Borucke et al. (2013), Accounting for demand and supply of the biosphere’s 

regenerative capacity:The National Footprint Accounts’ underlying methodology 

and framework, Ecological Indicators 24, pp518‒533

2)Global Footprint Network

3)http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/partner_network/ 

4)「National Footprint Accounts 2014 Edition-Data Year 2009  Japan」

　　(Global Footprint Network)の係数データを用いて計算

新たな取り組み
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根萌芽の状況

写真1 ハリエンジュの根萌芽
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図2 砂礫州上の樹林地動態評価結果(伐採後2年相当)
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図3 砂礫州上の樹林化判定結果(伐採後2年相当)

はじめに

近年、河道の河原や草地に樹木が侵入し繁茂する樹

林化によって、本来の川らしい生態系の維持や洪水の安

全な流れの確保が困難な河川が多く見られます。樹木の

伐採や抜根、砂礫州の切り下げや河道掘削等による冠水

頻度の増加と掃流力の増大による抑制の取り組みが実施

されていますが、樹林化の特徴を踏まえた効果的な対策

となっていないのが実態です。河道内の樹林化には、冠

水頻度が低く洪水攪乱を受けないことから生じる「静的樹

林化」と、逆に洪水攪乱後に栄養繁殖が活発となる樹種

によって樹林化が進行する「動的樹林化」1)があります。

このため、洪水攪乱が影響を与える樹林地動態を適

正に評価した樹木管理のあり方が求められています。

砂礫州上樹林地の動態評価手法

樹林地動態評価モデルは、田中らの手法2)を援用しま

す。具体的には、平面二次元流況解析による樹木に作

用する抗力モーメントの評価から樹木の破断・倒伏・転倒

指標(BOI指標)を判定する手法および砂礫州上の河床

材料(50％、90％粒径)の無次元掃流力の評価から樹

木の流失指標(WOI指標)を判定する手法を組み合わせ

ることで、樹林地動態を評価します(図1)。ここで、Region

A、Bが樹林化領域であり、特に礫床河川での樹林化の

進行を促す動的樹林化はRegion Bに該当します。

砂礫州上樹林地動態の感度分析

幹の強度が弱く根張りが比較的浅いハリエンジュは、洪

水によってしばしば破断・倒伏し、その倒木から高密度に

根萌芽(写真1)して繁殖域を拡大する

特徴があり、動的樹林化を生じやすい

樹種です。ハリエンジュの樹林化が著し

く、樹木管理に苦慮している礫床河川を

対象に樹林地動態を評価しました。

(1) 中低木を想定した動態評価

伐採後2年程度の中低木(樹高1.6m程度)を想定し、

概ね2～3年に1回程度発生する洪水に相当する平均年

最大流量(750m3/s)および2007年に発生した近年の大

規模出水時の流量(1,200m3/s)を外力として、砂礫州上

の樹林地動態を評価し(図2)、樹林化判定を行いました

(図3)。平均年最大流量では静的樹林化を示すRegion 

Aが多く、一部で動的樹林化を示すRegion B、樹木が流

失するRegion Dが確認されました。近年の大規模出水流

量では洪水による攪乱が大きくなることから、Region Bお

よびRegion Dの割合が増大する傾向を示しました。

建設統括本部 水圏事業部 河川部 小澤 宏二、松田 明浩

Point

砂礫州上の樹林地動態を踏まえた樹木管理手法の提案

多くの河川で、河道内に樹木が繁茂することによる河川環境上、治水上の課題が生じていま

す。当社では、ハリエンジュ等の外来種が優占する礫床河川をはじめ、さまざまな樹林化形態の

特徴に応じた効果的な樹木伐採および砂礫州掘削等の樹木管理手法を提案します。

※本報告は、｢砂礫州上の樹林地動態を踏まえた適切な樹木管理手法の提案｣ 河川技術論文集, 第20巻, 2014 (小澤宏二、由井修二、清水義彦、　　
　　町井悟、松田明浩) より抜粋したものです。
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図4 砂礫州上の樹林化判定結果(伐採後5年相当)
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図6 砂礫州上の樹林地動態評価および樹林化領域設定
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図5 樹林地動態を踏まえた樹林化領域設定フロー
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(2) 高木を想定した動態評価

伐採後5年程度の高木(樹高4.0m程度)を想定し、近

年の大規模出水流量を外力とした樹林化判定結果を図4

に示しました。伐採後2年程度の中低木と比較して、樹木

が生長したことで破断・倒伏しづらくなり、動的樹林化を

示すRegion Bがほとんど確認されませんでした。

樹林地動態評価と樹林対策の設定

動的樹林化は、伐採後の樹木が比較的小さい状態で

発生する可能性が高く、安定した高木林が形成された状

態では生じない傾向にありました。礫床河川の樹林化抑制

対策としては、伐採後2年程度の中低木の樹林地で洪水

の攪乱による動的樹林化を生じさせないことが重要である

ことがわかりました。

図5に、伐採後2年程度の中低木を対象とした平均年

最大流量規模および近年の大規模出水流量規模の洪水

に対する樹林地動態評価による樹林化領域と対策の考え

方を整理しました。

図5に示したフローに準じて、樹林化領域を設定しました

(図6)。この結果、低水路付近の水際部では樹林地流失

領域の割合が高く、水際から離れた場所に動的樹林化領

域および静的樹林化領域が分布することがわかりました。

静的樹林化領域では、従来から冠水頻度の小さい箇所で

行われている伐採と抜根による処理を適用します。動的

樹林化領域では、伐採後に洪水攪乱を受けることにより樹

林化の進行が加速すると予想されることから、伐採と河床

掘削を併用し、洪水時の掃流力を高めることで樹木流出

を促す対策を適用します。

おわりに

動的樹林化が生じやすい砂礫河川では、洪水攪乱が

樹林地動態に与える影響を適正に評価し、樹林地動態に

応じた効果的な樹林化抑制対策を適用することが重要で

す。当社では、樹林地動態評価モデルを用いることで、多

様な樹林化形態を定量化し、対策効果の持続性、管理

の容易性に着目した樹木管理手法を提案します。

〔出典〕

1)清水義彦, 小葉竹重機, 岡田理志(2001),ハリエンジュによる動的河道樹林化

について, 水工学論文集, 第45巻, pp.1099-1104

2)田中幹夫, 八木澤順治, 福岡捷二(2010),樹木の洪水破壊指標と流失指標を

考慮した砂礫州上樹林地の動態評価手法の提案, 土木学会論文集B Vol.66 

No.4, pp.359-370
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